
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

保

健

福

祉

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

平

成

二

十

八

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

に

係

る

事

項

の

変

更

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

ふ

化

業

者

の

登

録

畜

産

課

【

労

働

委

員

会

】

○

岡

山

県

労

働

委

員

会

あ

っ

せ

ん

員

候

補

者

労

働

委

員

会

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
保
健
福
祉
部
の
部
岡
山
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
整
備
費
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
岡
山

県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
機
能
強
化
事
業
費
補
助
金
の
項
中
「
岡
山
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
機

能
強
化
事
業
費
補
助
金
」
を
「
岡
山
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
等
機
能
強
化
事
業
費
補
助
金
」
に
、

「

「

が
ん
診
療
連
携
拠
点

が
ん
診
療
連
携
拠
点

病
院
機
能
強
化
事
業

病
院
機
能
強
化
事
業

を

及
び
地
域
が
ん
診
療

に
改
め
、
同
部
岡
山
県
地
域
自
殺
対

病
院
等
機
能
強
化
事

業

」

」

策
緊
急
強
化
事
業
費
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
地
域
自

自
殺
対
策
の
強

市
町
村

地
域
自
殺
対
策
強
化

補
助
基
本
額
の
十
分

殺
対
策
強
化
事

化

事
業

の
十
以
内

業
費
補
助
金

表
保
健
福
祉
部
の
部
健
康
寿
命
長
期
化
モ
デ
ル
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
禁
煙
治

生
活
習
慣
病
及

禁
煙
治

医
療
保
険
の
保
険
給

一

二
十
歳
以
上
四

療
費
助
成
金

び
が
ん
の
予
防

療
を
受

付
の
対
象
と
な
ら
な

十
歳
未
満
の
者

並
び
に
生
活
習

け
、
禁

い
禁
煙
治
療
に
要
す

助
成
対
象
経
費

慣
の
改
善

煙
に
成

る
費
用

の

十

分

の

七

以

功
し
た

内
。
た
だ
し
、
三

個

人

万
五
千
円
を
限
度
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（
未
成

と
す
る
。

年
者
に

二

二
十
歳
未
満
の

あ
つ
て

者

は
、
そ

助
成
対
象
経
費

の
親
権

の

十

分

の

九

以

者
又
は

内
。
た
だ
し
、
四

未
成
年

万
五
千
円
を
限
度

後

見

と
す
る
。

人
）

岡
山
県
産
後
マ

安
心
し
て
妊
娠

市
町
村

産
後
ケ
ア
事
業

補
助
基
本
額
の
二
分

マ
あ
ん
し
ん
ケ

し
、
及
び
出
産

（
指
定

の
一
以
内

ア
事
業
費
補
助

す
る
こ
と
が
で

都
市
及

金

き
る
環
境
の
整

び
中
核

備

市
を
除

く
。
）

表
保
健
福
祉
部
の
部
こ
ん
に
ち
は
！
「
も
も
っ
こ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
事
業
費
補
助
金
の
項
を
削
り
、

「

１

放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業

２

放
課
後
子
ど
も

環
境
整
備
事
業

３

放
課
後
児
童
ク

同
部
岡
山
県
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
費
補
助
金
の
項
中

ラ
ブ
支
援
事
業

を

４

岡
山
県
学
童
地

域
支
援
事
業

５

岡
山
県
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
障
害

児
受
入
サ
ポ
ー
ト
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事
業

」

「

１

岡
山
県
学
童
地

域
支
援
事
業

２

岡
山
県
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
障
害

児
受
入
サ
ポ
ー
ト

に
改
め
、
「
補
助
基
本
額
の
三
分
の
二
以
内
。
た
だ
し
、
国
庫
補
助
対

事
業

３

岡
山
県
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
学
習

支
援
事
業

」

象
に
な
ら
な
い
事
業
に
つ
い
て
は
、
」
を
削
り
、
同
部
岡
山
県
特
別
保
育
事
業
費
等
補
助
金
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
子
ど
も

子
ど
も
が
健
や

市
町
村

施
設
型
給
付
費
等
及

補
助
基
本
額
の
二
分

の
た
め
の
教
育

か
に
成
長
す
る

び
特
例
地
域
型
保
育

の
一
以
内

・
保
育
給
付
費

こ
と
が
で
き
る

給
付
費

補
助
金

社
会
の
実
現

岡
山
県
保
育
対

待
機
児
童
の
解

市
町
村

保
育
体
制
強
化
事
業

補
助
基
本
額
の
四
分

策
総
合
支
援
事

消
及
び
子
ど
も

の
一

業
費
補
助
金

を
安
心
し
て
育

て
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
の
整

備

表
保
健
福
祉
部
の
部
子
育
て
大
学
・
地
域
タ
イ
ア
ッ
プ
事
業
費
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
岡
山
県

少
子
化
対
策
強
化
交
付
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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岡
山
県
少
子
化

地
域
に
お
け
る

市
町
村

地
域
少
子
化
対
策
重

補
助
基
本
額
の
十
分

対
策
重
点
推
進

少
子
化
対
策
の

点
推
進
事
業

の
十

交
付
金

推
進

岡
山
県
結
婚
新

地
域
に
お
け
る

市
町
村

結
婚
新
生
活
支
援
事

補
助
基
本
額
の
四
分

生
活
支
援
事
業

少
子
化
対
策
の

業

の
三

費
補
助
金

強
化

表
保
健
福
祉
部
の
部
岡
山
県
母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
費
補
助
金
の
項
中
「
岡
山
県
母
子
家

庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
費
補
助
金
」
を
「
岡
山
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
費
補
助
金
」

に
改
め
、
同
部
岡
山
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
事
業
補
助
金
（
住
ま
い
対
策
拡
充
等
支
援

事
業
分
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡
山
県
緊
急
雇

求
職
中
の
貧
困

市
町
村

住
宅
支
援
給
付
事
業

補
助
基
本
額
の
十
分

用
創
出
事
業
臨

・
困
窮
者
等
に

（
福
祉

の
十

時
特
例
基
金
事

対
す
る
生
活
、

事
務
所

業
補
助
金
（
住

就
労
、
住
宅
等

を
設
置

ま
い
対
策
拡
充

の
支
援

し
て
い

等

支

援

事

業

な
い
町

分
）

村
を
除

く
。
）
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

環
境
に
関
す
る
県
民
等
意
識
調
査

２

目
的

新
岡
山
県
環
境
基
本
計
画
の
見
直
し
に
当
た
り
、
環
境
保
全
の
各
分
野
に
対
す
る
県
民
及
び
事

業
者
の
意
識
及
び
行
動
の
実
態
を
把
握
し
、
県
民
等
の
環
境
保
全
に
対
す
る
意
識
及
び
ニ
ー
ズ
の

変
化
を
同
計
画
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
。

二

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲

１

県
民
版

県
内
の
二
十
歳
以
上
の
男
女

２

事
業
所
版

県
内
の
常
用
雇
用
者
が
三
十
人
以
上
の
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

県
民
版

現
在
の
環
境
に
対
す
る
実
感
、
環
境
に
配
慮
し
た
日
常
生
活
の
行
動
、
環
境
問
題

(1)
に
対
す
る
考
え
方
、
関
心
の
あ
る
環
境
問
題
、
活
動
す
べ
き
主
体
、
環
境
と
企
業
活
動
、
環
境

学
習
や
環
境
保
全
活
動
へ
の
参
加
、
環
境
情
報
、
行
政
に
期
待
す
る
こ
と
、
岡
山
県
の
取
組
状

況
、
岡
山
県
の
将
来
像
及
び
環
境
に
関
す
る
言
葉
の
認
知
度

事
業
所
版

環
境
保
全
へ
の
取
組
等

(2)
２

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月

四

報
告
を
求
め
る
者

１

県
民
版

二
千
五
百
人

２

事
業
所
版

五
百
事
業
所

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

郵
送
調
査

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
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七

実
施
部
課
名

環
境
文
化
部
環
境
企
画
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
美
の
浜

笠
岡
市
美
の
浜
二
九

六
六

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日

－

津
山
第
一
病
院

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

津
山
市
中
島
四
三
八

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ジ
ュ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
六
八
二

七

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関

名

称

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

医
療
法
人
東
浩
会
石
川
病
院

医
療
機
関
の
所
在
地

津
山
市
川
崎
一
三
〇
三

津
山
市
川
崎
五
五
四

五

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日

－

創
心
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
機
関
の
名
称

創
心
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

創
心
会
訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

ョ
ン

創
心
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
機
関
の
所
在
地

倉
敷
市
茶
屋
町
二
一
〇
二

一
四

倉
敷
市
茶
屋
町
二
一
〇
四

一

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

じ
ゃ
ん
ぷ
え
い
ど

２

所
在
地

玉
野
市
宇
野
一－

三
七－

七

二
階

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
玉
野
つ
つ
じ
ね
っ
と

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
迫
間
二
二
九
一－

五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
四
〇
〇
〇
八
五

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

か
が
や
き

２

所
在
地

総
社
市
小
寺
九
五
八

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
超
寿
会
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２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
小
寺
九
八
六－

一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
八
〇
〇
一
〇
二

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

く
る
ー
る

２

所
在
地

高
梁
市
高
倉
町
大
瀬
八
長
一
六
五
六
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
高
倉
町
大
瀬
八
長
一
六
五
六
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
九
〇
〇
〇
七
六

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
保
育
所
等
訪
問
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
よ
こ

２

所
在
地
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瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
七
三－

一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
閑
谷
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
一
六
一
三－

五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
二
〇
〇
〇
二
一

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
こ
と
り

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
七
三－

一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
閑
谷
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
一
六
一
三－

五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
二
〇
〇
〇
三
九

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ク
ロ
ー
バ
ー

２

所
在
地

玉
野
市
用
吉
一
七
五
〇

一
一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

一
般
社
団
法
人
Ｉ
Ｓ
Ｊ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
一
宮
七
五
番
地
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
四
二
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
フ
テ
ィ
ー
ス
マ
イ
ル
津
山

２

所
在
地

津
山
市
河
辺
一
〇
七
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称
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株
式
会
社
グ
ッ
ド
・
ケ
ア
・
グ
ル
ー
プ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
阪
府
四
條
畷
市
中
野
四
九
八
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
三
〇
〇
七
九
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

い
ん
べ
通
園
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

備
前
市
伊
部
九
七
四

一
二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
一
〇
〇
一
六
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

生
活
介
護
ひ
ば
り
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２

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
七
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
閑
谷
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
一
六
一
三

五

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
二
〇
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

総
合
病
院
落
合
病
院

２

所
在
地

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
社
団
井
口
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
四
〇
〇
二
六
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
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一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

藤
の
里
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
藤
野
一
〇
二
五

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
藤
の
里

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
藤
野
一
〇
二
五

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
三
〇
〇
一
九
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所

あ
か
り

２

所
在
地

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
五
三
〇
一
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

一
般
社
団
法
人
結

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
六
〇
四
二
番
地
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
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四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
七
〇
〇
〇
五
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
住
倉
・
横
谷

２

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
横
谷
一
三
六
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
三
穂
の
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
服
部
三
七
八
八

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
八
〇
〇
〇
九
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

ほ
っ
ぷ

１

２

所
在
地

赤
磐
市
熊
崎
一
九
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岡
山
県
自
閉
症
児
を
育
て
る
会
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２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
和
田
一
九
四

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
三
〇
〇
〇
三
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

北
部
も
も
っ
子
ハ
ウ
ス

２

所
在
地

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
四
九
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岡
山
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
中
原
四
五

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
三
八
〇
〇
〇
三
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

赤
磐
市
松
木
六
三
六
番
地
の
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
河
本
七
七
八

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
三
〇
〇
〇
三
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

春
の
家
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

赤
磐
市
町
苅
田
五
一
七

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称
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社
会
福
祉
法
人
赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
河
本
七
七
八

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
三
〇
〇
〇
七
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
セ
ン
タ
ー
ま
に
わ

２

所
在
地

真
庭
市
下
市
瀬
六
五
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
蒜
山
慶
光
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
一
二
〇
一

八

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
四
〇
〇
一
五
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ふ
れ
あ
い
の
里
指
定
居
宅
介
護
事
業
所
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２

所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
古
川
四
三
九
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
鏡
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
古
川
四
三
九
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
五
〇
〇
〇
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

さ
と
う
記
念
病
院

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
さ
と
う
記
念
病
院

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
六
〇
〇
〇
二
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
号

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ふ
化
業
者
を

次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

登
録
年
月
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ふ
化
場
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

二
八

一

平
成
二
十
八
年

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー

株
式
会
社
日
本
チ
ャ
ン
キ
ー
瀬
戸

－

五
月
十
日

岡
山
市
北
区
桑
田
町
一
番
三

内
孵
化
場

〇
号
岡
山
県
農
業
共
済
会
館

瀬
戸
内
市
邑
久
町
本
庄
三
二
七
六

五
階
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◎
岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
岡
山
県

労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

鷹

取

司

岡
山
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

区
分

氏
名

職
業

（

又
は
前
職

）

委
嘱
の
日
付

鷹
取

司
弁
護
士

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

公
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科

竹
内

真
理

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

教
授

益

山
田
加
寿
子

特
定
社
会
保
険
労
務
士

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

委

西
田

和
弘

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

員
弁
護
士

労
妻
鹿
安
希
子

平
成
2
8
年
３
月
1
0
日

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
准
教
授

働
労

宮
本
ひ
と
み

（岡
山
県
教
職
員
組
合
副
執
行
委
員
長

）

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

委
働

木
下

幸
男

運
輸
労
連
特
別
執
行
委
員

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

員
者

上
西

庸
雄

（連
合
岡
山
ア
ド
バ
イ
ザ

）

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

ー

会
委

近
藤
三
千
代

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岡
山
県
支
部
支
部
長

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

委
員

阪
口

林
連
合
岡
山
副
事
務
局
長

平
成
2
8
年
３
月
1
0
日
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員
使

片
山

浩
子

中
国
精
油
株
式
会
社
顧
問

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

用
小

野
敏

行
岡
山
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

者
大
久
保
憲
作

倉
敷
木
材
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

委
宮

原
一

也
株
式
会
社
宮
原
製
作
所
代
表
取
締
役
社
長

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

員
梶

原
康

彦
梶
原
乳
業
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

平
成
2
6
年
1
1
月
2
6
日

事
井

上
裕

敏
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
2
7
年
４
月
９
日

務局
岡

村
忠

彦
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
2
7
年
４
月
９
日

職員
中

桐
幸

一
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
総
括
参
事

平
成
2
8
年
４
月
2
1
日
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